
 

 

大阪港自然災害対策連絡会議設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本会議は｢大阪港自然災害対策連絡会議｣（以下｢連絡会議｣という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 連絡会議は、平成２０年４月に策定された｢大阪港地震･津波対策アクションプラ

ン｣に高潮や台風独自の風対策を併せた「大阪港自然災害対策アクションプラン」（以下｢ア

クションプラン｣という。）として充実し、達成度評価、及びアクション項目の見直しを継

続的に行い、実効性の高い自然災害対策を推進することを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 連絡会議は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）アクションプランの達成度の評価 

（２）アクション項目の見直しの検討 

（３）前各号に掲げるもののほか、検討を行うために必要な業務 

 

（構成）  

第４条 連絡会議は、別紙に掲げる機関をもって構成する。 

 

（議長） 

第５条 連絡会議に議長を置き、大阪港湾局長をもって充てる。 

                

２ 議長は、連絡会議の会務を総理する。 

３ 議長が不在の場合は、大阪港湾局施設管理部長がその職務を代理する。 

 

（連絡会議） 

第６条 連絡会議は、年１回以上開催する。 

２ 連絡会議は、議長が招集する。 

３ 連絡会議の構成機関は、必要と認めた場合議長に対して連絡会議の招集を求めること

ができる。 

４ 議長は、連絡会議の場において必要に応じて専門の学識経験者や参加機関以外の者の

出席を求め、意見を聞くことが出来る。 

 

（小会議） 

第７条 連絡会議の円滑な運営を行うため連絡会議の下に、次の小会議を設置する。 

（１）維持管理関係小会議 

（２）防潮施設関係小会議 
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（３）大阪港ＢＣＰ・海上対策関係小会議 

（４）啓発関係小会議 

（５）情報関係小会議 

（６）復旧対策関係小会議 

２ 小会議内の検討事項は、連絡会議に報告する。 

 

（事務局） 

第８条 連絡会議の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局の運営は、大阪港湾局施設管理部海務課において行う。 

 

（雑則） 

第９条 本要綱に定めるもののほか、連絡会議、小会議の運営に関し必要な事項は、議長

が連絡会議に諮って定める。 

 

（附則） この要綱は、令和２年３月２６日から施行する。 

なお、大阪港地震・津波対策連絡会議設置要綱は、本要綱の施行をもって廃止

する。 

（附則） この要綱は、令和３年３月２９日から施行する。 

（附則） この要綱は、令和４年３月９日から施行する。 

（附則） この要綱は、令和５年３月８日から施行する。 

（附則） この要綱は、令和８年３月１７日から施行する。 

 



別紙 

 

大阪港自然災害対策連絡会議構成機関名簿  

 

機 関 名 

国土交通省近畿地方整備局防災室 淀川左岸水防事務組合 

〃 近畿地方整備局河川部 公益社団法人神戸海難防止研究会 

〃 近畿地方整備局港湾空港部 大阪船主会 

大阪海上保安監部 大阪港運協会 

財務省大阪税関 大阪港タグセンター事業協同組合 

大阪府警察本部警備部 大阪湾水先区水先人会 

〃 政策企画部危機管理室 大阪港埠頭株式会社 

〃 都市整備部事業調整室 阪神国際港湾株式会社 

〃 都市整備部河川室 大阪ガスネットワーク株式会社 

〃 都市整備部西大阪治水事務所 関西電力送配電株式会社 

大阪市危機管理室 ＮＴＴ西日本 関西支店 

〃 経済戦略局 市民代表 

〃 建設局  

〃 消防局  

〃 此花区役所  

〃 港区役所  

〃 大正区役所  

〃 住之江区役所  

大阪港湾局  

  

  

事 務 局 

大阪港湾局施設管理部海務課 

 

 

 


